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宇宙戦略基金事業補助金
交付決定通知書

　令和●年●月●日付けで交付申請のあった標記の補助金については、宇宙戦略基金事業補助金取扱要領（適用する取扱要領の文書番号、以下「取扱要領」という。）第6条第１項の規定により、下記の通り交付することに決定しましたので通知します。

１．補助事業名（テーマ名）　　
２．補助事業課題名（技術開発課題名）
３．交付の対象となる補助事業（以下「補助事業」という。）は、取扱要領の第3条に定める補助事業であり、その内容は令和●年●月●日付け交付申請書記載のとおりとする。
　（補助事業期間：本交付決定通知書の発出日（但し事前着手日令和●年●月●日）から令和●年●月●日）
４．補助金交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合において、補助事業に要する経費又は補助金の額が変更されるときは、別に通知するところによる。
　　　補助金の交付決定額　　　〇〇〇，〇〇〇，〇〇〇円
５．補助金の額の確定は、別に定める交付額の算定方法により行うものとする。
６．補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令及び取扱要領の定めるところに従わなければならない。
７．この交付の決定内容又は条件に不服がある場合における取扱要領第７条の規定による申請の取り下げをすることができる期限は令和●年●月●日とする。
８．補助事業者は、補助事業を実施する上で、関係する事業者等が補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担した場合又は有償サンプル等の販売や試作品の供用等により収入を得た場合、宇宙戦略基金事業補助金取扱要領第１７条により規定する実績報告書において収入として報告することとし、補助事業以外の用途に使用してはならない。収入の補助事業以外への使用が判明した場合には、その金額の一部若しくは全部を補助金額から減額する等の場合がある。
９．補助条件は、前項の定めによるもののほか、次のとおりとする。（特に条件を附す場合にのみ記載）
※無い場合は「なし」と表記
１０．その他（特に条件を附す場合のみ記載）
　※無い場合は「なし」と表記

